
19
7

○
訪

問
看

護
基

本
報

酬

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

対
応

す
る

た
め

の
特

例
的

な
評

価

①
２

（
１

）②
認

知
症

に
係

る
取

組
の

情
報

公
表

の
推

進
★

②
２

（
４

）③
退

院
当

日
の

訪
問

看
護

★

③
２

（
４

）④
看

護
体

制
強

化
加

算
の

見
直

し
★

④
２

（
７

）⑤
特

例
居

宅
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

に
よ

る
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
確

保
★

⑤
４

（
１

）③
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
の

見
直

し
★

⑥
５

（
１

）③
訪

問
看

護
の

機
能

強
化

★

⑦
５

（
１

）⑫
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

等
に

お
け

る
適

正
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
確

保
★

改
定
事
項

１
．
（
５
）

訪
問

看
護
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16
9

訪
問

看
護

基
本

報
酬

○
指

定
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

場
合

＜
現

行
＞

＜
改

定
後

＞
＜

現
行

＞
＜

改
定

後
＞

・
2
0
分

未
満

3
1
2
単

位
3
1
3
単

位
3
0
1
単

位
3
0
2
単

位
・

3
0
分

未
満

4
6
9
単

位
4
7
0
単

位
4
4
9
単

位
4
5
0
単

位
・

3
0
分

以
上

１
時

間
未

満
8
1
9
単

位
8
2
1
単

位
7
9
0
単

位
7
9
2
単

位
・

１
時

間
以

上
１

時
間

3
0
分

未
満

1
,1

2
2
単

位
1
,1

2
5
単

位
1
,0

8
4
単

位
1
,0

8
7
単

位
・

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言

語
聴

覚
士

の
場

合
2
9
7
単

位
2
9
3
単

位
2
8
7
単

位
2
8
3
単

位
※

１
日

３
回

以
上

の
場

合
は

9
0
/1

0
0

※
１

日
３

回
以

上
の

場
合

は
5
0
/1

0
0

○
病

院
又

は
診

療
所

の
場

合
＜

現
行

＞
＜

改
定

後
＞

＜
現

行
＞

＜
改

定
後

＞
・

2
0
分

未
満

2
6
4
単

位
2
6
5
単

位
2
5
4
単

位
2
5
5
単

位
・

3
0
分

未
満

3
9
7
単

位
3
9
8
単

位
3
8
0
単

位
3
8
1
単

位
・

3
0
分

以
上

１
時

間
未

満
5
7
1
単

位
5
7
3
単

位
5
5
0
単

位
5
5
2
単

位
・

１
時

間
以

上
１

時
間

3
0
分

未
満

8
3
9
単

位
8
4
2
単

位
8
1
0
単

位
8
1
2
単

位

○
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

訪
問

介
護

看
護

事
業

所
と

連
携

す
る

場
合

（
1
月

に
つ

き
）

＜
現

行
＞

＜
改

定
後

＞
2
,9

4
5
単

位
2
,9

5
4
単

位

訪
問

看
護

介
護

予
防

訪
問

看
護

単
位

数
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18
8

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

対
応

す
る

た
め

の
特

例
的

な
評

価
と

し
て

、
全

て
の

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
令

和
３

年
９

月
末

ま
で

の
間

、
基

本
報

酬
に

0
.1

％
上

乗
せ

す
る

。

概
要

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

に
対

応
す
る
た
め
の
特

例
的

な
評

価

17



10

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
認

知
症

対
応

力
の

向
上

と
利

用
者

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

観
点

か
ら

、
全

て
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
(居

宅
療

養
管

理
指

導
を

除
く

)を
対

象
に

、
研

修
の

受
講

状
況

等
、

認
知

症
に

係
る

事
業

者
の

取
組

状
況

に
つ

い
て

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
公

表
制

度
に

お
い

て
公

表
す

る
こ

と
を

求
め

る
こ

と
と

す
る

。
【

通
知

改
正

】
具

体
的

に
は

、
通

知
「

「
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

」
制

度
の

施
行

に
つ

い
て

」
（

平
1
8
老

振
発

0
3
3
1
0
0
7
）

別
添

１
に

つ
い

て
以

下
の

改
正

を
行

う
。

概
要

２
．
（
１
）
②

認
知

症
に
係

る
取

組
の
情

報
公

表
の
推

進

別
添

１
：

基
本

情
報

調
査

票
（

下
の

表
は

、
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

の
例

）

（
枝

番
）

３
．

事
業

所
に

お
い

て
介

護
サ

ー
ビ

ス
に

従
事

す
る

従
業

者
に

関
す

る
事

項

 従
業

者
の

教
育

訓
練

の
た

め
の

制
度

、
研

修
そ

の
他

の
従

業
者

の
資

質
向

上
に

向
け

た
取

組
の

実
施

状
況

事
業

所
で

実
施

し
て

い
る

従
業

者
の

資
質

向
上

に
向

け
た

研
修

等
の

実
施

状
況

実
践

的
な

職
業

能
力

の
評

価
・
認

定
制

度
で

あ
る

介
護

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
キ

ャ
リ

ア
段

位
制

度
の

取
組

ア
セ

ッ
サ

ー
（
評

価
者

）
の

人
数

人

人
人

人
人

外
部

評
価

（
介

護
プ

ロ
フ

ェ
ッ

シ
ョ
ナ

ル
キ

ャ
リ
ア

段
位

制
度

）
の

実
施

状
況

［
］

0
. 
な

し
・
　

1
. 
あ

り

（
そ

の
内

容
）

（
2
0
X

X
年

X
X

月
X

X
日

現
在

）

計
画

年
度

年
度

記
入

年
月

日

事
業

所
名

：
事

業
所

番
号

：

基
本

情
報

調
査

票
：

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

記
入

者
名

所
属

・
職

名

レ
ベ

ル
２
②

レ
ベ

ル
３

レ
ベ

ル
４

段
位

取
得

者
の

人
数

レ
ベ

ル
２
①

【
見

直
し

】
認

知
症

介
護

指
導

者
研

修
、

認
知

症
介

護
実

践
リ

ー
ダ

ー
研

修
、

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

、
そ

の
他

の
研

修
の

欄
を

設
け

、
受

講
人

数
を

入
力

さ
せ

る

【
現
⾏
】

【
全

サ
ー

ビ
ス

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
公

表
制

度
の

対
象

と
な

ら
な

い
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

除
く

）
★

】
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39

○
退

院
当

日
の

訪
問

看
護

に
つ

い
て

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

在
宅

で
の

療
養

環
境

を
早

期
に

整
え

る
観

点
か

ら
、

主
治

の
医

師
が

必
要

と
認

め
る

場
合

は
算

定
を

可
能

と
す

る
。

【
通

知
改

正
】

概
要

○
医

療
機

関
、

介
護

老
人

保
健

施
設

、
介

護
療

養
型

医
療

施
設

又
は

介
護

医
療

院
を

退
院

・
退

所
し

た
日

に
つ

い
て

、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
状

態
（

利
用

者
等

告
示

第
六

号
）

に
あ

る
利

用
者

に
加

え
、

主
治

の
医

師
が

必
要

と
認

め
た

利
用

者
に

訪
問

看
護

費
を

算
定

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
※

短
期

入
所

療
養

介
護

サ
ー

ビ
ス

終
了

日
（

退
所

・
退

院
日

）
も

同
様

の
取

扱
い

。

算
定

要
件
等

２
．
（
４
）
③

退
院

当
日

の
訪

問
看

護

参
考

：
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
状

態
（

利
用

者
等

告
示

第
六

号
）

イ
在

宅
悪

性
腫

瘍
等

患
者

指
導

管
理

若
し

く
は

在
宅

気
管

切
開

患
者

指
導

管
理

を
受

け
て

い
る

状
態

又
は

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
若

し
く

は
留

置
カ

テ
ー

テ
ル

を
使

用
し

て
い

る
状

態
ロ

以
下

の
い

ず
れ

か
を

受
け

て
い

る
状

態
に

あ
る

者
在

宅
自

己
腹

膜
灌

流
指

導
管

理
在

宅
血

液
透

析
指

導
管

理
在

宅
酸

素
療

法
指

導
管

理
在

宅
中

心
静

脈
栄

養
法

指
導

管
理

在
宅

成
分

栄
養

経
管

栄
養

法
指

導
管

理
在

宅
自

己
導

尿
指

導
管

理
在

宅
持

続
陽

圧
呼

吸
療

法
指

導
管

理
在

宅
自

己
疼

痛
管

理
指

導
管

理
在

宅
肺

高
血

圧
症

患
者

指
導

管
理

ハ
人

工
肛

門
又

は
人

工
膀

胱
を

設
置

し
て

い
る

状
態

ニ
真

皮
を

超
え

る
褥

瘡
の

状
態

ホ
点

滴
注

射
を

週
３

日
以

上
行

う
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

状
態

（
在

宅
患

者
訪

問
点

滴
注

射
管

理
指

導
料

を
算

定
し

て
い

る
者

）

【
訪

問
看

護
★

】
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40

○
看

護
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

医
療

ニ
ー

ズ
の

あ
る

要
介

護
者

等
の

在
宅

療
養

を
支

え
る

環
境

を
整

え
る

観
点

や
訪

問
看

護
の

機
能

強
化

を
図

る
観

点
か

ら
見

直
し

を
行

う
。

【
告

示
改

正
】

概
要

＜
現

行
＞

＜
改

定
後

＞
（

訪
問

看
護

の
場

合
）

看
護

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
6
0
0
単

位
／

月
⇒

看
護

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
5
5
0
単

位
／

月
看

護
体

制
強

化
加

算
（

Ⅱ
）

3
0
0
単

位
／

月
看

護
体

制
強

化
加

算
（

Ⅱ
）

2
0
0
単

位
／

月

（
介

護
予

防
訪

問
看

護
の

場
合

）
看

護
体

制
強

化
加

算
3
0
0
単

位
／

月
看

護
体

制
強

化
加

算
1
0
0
単

位
／

月

単
位

数

○
要

件
に

つ
い

て
、

以
下

の
見

直
し

を
行

う
（

訪
問

看
護

、
介

護
予

防
訪

問
看

護
共

通
）

・
算

定
日

が
属

す
る

月
の

前
６

月
間

に
お

い
て

、
利

用
者

の
総

数
の

う
ち

、
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
た

利
用

者
の

占
め

る
割

合
に

つ
い

て
、

「
1
0
0
分

の
3
0
以

上
」

か
ら

「
1
0
0
分

の
2
0
以

上
」

に
見

直
し

・
（

介
護

予
防

）
訪

問
看

護
の

提
供

に
あ

た
る

従
業

者
の

総
数

に
占

め
る

看
護

職
員

の
割

合
が

６
割

以
上

で
あ

る
こ

と
と

す
る

要
件

を
設

定
（

令
和

５
年

４
月

１
日

施
行

）

※
令

和
5
年

3
月

末
日

時
点

で
看

護
体

制
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

事
業

所
で

あ
っ

て
、

急
な

看
護

職
員

の
退

職
等

に
よ

り
看

護
職

員
６

割
以

上
の

要
件

を
満

た
せ

な
く

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
指

定
権

者
に

定
期

的
に

採
用

計
画

を
提

出
す

る
こ

と
で

、
採

用
が

な
さ

れ
る

ま
で

の
間

は
同

要
件

の
適

用
を

猶
予

す
る

。

算
定
要

件
等

２
．
（
４
）
④

看
護

体
制

強
化

加
算

の
見

直
し

【
訪

問
看

護
★

】
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11
0

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
や

職
員

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

を
一

層
推

進
す

る
観

点
か

ら
、

見
直

し
を

行
う

。
【

告
示

改
正

】

概
要

単
位
数

・
算
定

要
件

等４
．
（
１
）
③

サ
ー
ビ
ス
提

供
体

制
強

化
加

算
の
見

直
し

（
注

１
）
表

中
、

複
数

の
単

位
が

設
定

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
い

ず
れ

か
１

つ
の

み
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（
注

２
）
介

護
福

祉
士

に
係

る
要

件
は

、
「
介

護
職

員
の

総
数

に
占

め
る

介
護

福
祉

士
の

割
合

」
、

常
勤

職
員

に
係

る
要

件
は

「
看

護
・
介

護
職

員
の

総
数

に
占

め
る

常
勤

職
員

の
割

合
」
、

勤
続

年
数

に
係

る
要

件
は

「
利

用
者

に
直

接
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

職
員

の
総

数
に

占
め

る
７

年
（
一

部
３

年
）

以
上

勤
続

職
員

の
割

合
」
で

あ
る

。

【
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
、

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
、

訪
問

入
浴

介
護

★
、

訪
問

看
護

★
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
★

、
通

所
介

護
、

地
域

密
着

型
通

所
介

護
、

療
養

通
所

介
護

、
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
★

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

★
、

短
期

入
所

生
活

介
護

★
、

短
期

入
所

療
養

介
護

★
、

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
★

、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

、
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

★
、

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

、
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
★

、
介

護
老

人
福

祉
施

設
、

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

、
介

護
老

人
保

健
施

設
、

介
護

療
養

型
医

療
施

設
、

介
護

医
療

院
】

資
格

・
勤

続
年

数
要

件

単
位

数
加

算
Ⅰ

（
新

た
な

最
上

位
区

分
）

加
算

Ⅱ
（
改

正
前

の
加

算
Ⅰ

イ
相

当
）

加
算

Ⅲ
（
改

正
前

の
加

算
Ⅰ

ロ
、

加
算

Ⅱ
、

加
算

Ⅲ
相

当
）

訪
問

入
浴

介
護

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
6
0
%
以

上
②

勤
続

1
0
年

以
上

介
護

福
祉

士
2
5
％

以
上

介
護

福
祉

士
4
0
%
以

上
又

は
介

護
福

祉
士

、
実

務
者

研
修

修
了

者
、

基
礎

研
修

修
了

者
の

合
計

が
6
0
%
以

上

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
3
0
%
以

上
又

は
介

護
福

祉
士

、
実

務
者

研
修

修
了

者
、

基
礎

研
修

修
了

者
の

合
計

が
5
0
%
以

上
②

勤
続

7
年

以
上

の
者

が
3
0
%
以

上

（
訪

問
入

浴
）

（
夜

間
訪

問
）

Ⅰ
4
4
単

位
/
回

Ⅰ
2
2
単

位
/
回

Ⅱ
3
6
単

位
/
回

Ⅱ
1
8
単

位
/
回

Ⅲ
1
2
単

位
/
回

Ⅲ
6
単

位
/
回

訪
問

看
護

療
養

通
所

介
護

―
―

（
イ

）
勤

続
7
年

以
上

の
者

が
3
0
%
以

上
（
ロ

）
勤

続
3
年

以
上

の
者

が
3
0
%
以

上
（
訪

看
・
訪

リ
ハ

）
（
療

養
通

所
）

（
イ

）
6
単

位
/
回

（
イ

）
4
8
単

位
/
月

（
ロ

）
3
単

位
/
回

（
ロ

）
2
4
単

位
/
月

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
―

―
（
イ

）
勤

続
7
年

以
上

の
者

が
1
人

以
上

（
ロ

）
勤

続
3
年

以
上

の
者

が
1
人

以
上

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
6
0
%
以

上
②

勤
続

1
0
年

以
上

介
護

福
祉

士
2
5
％

以
上

介
護

福
祉

士
4
0
%
以

上
又

は
介

護
福

祉
士

、
実

務
者

研
修

修
了

者
、

基
礎

研
修

修
了

者
の

合
計

が
6
0
%
以

上

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
3
0
%
以

上
又

は
介

護
福

祉
士

、
実

務
者

研
修

修
了

者
、

基
礎

研
修

修
了

者
の

合
計

が
5
0
%
以

上
②

常
勤

職
員

6
0
%
以

上
③

勤
続

7
年

以
上

の
者

が
3
0
%
以

上

Ⅰ
7
5
0
単

位
/
月

Ⅱ
6
4
0
単

位
/
月

Ⅲ
3
5
0
単

位
/
月

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
7
0
%
以

上
②

勤
続

1
0
年

以
上

介
護

福
祉

士
2
5
％

以
上

介
護

福
祉

士
5
0
%
以

上

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
4
0
%
以

上
②

常
勤

職
員

6
0
%
以

上
③

勤
続

7
年

以
上

の
者

が
3
0
%
以

上

Ⅰ
7
5
0
単

位
/
月

Ⅱ
6
4
0
単

位
/
月

Ⅲ
3
5
0
単

位
/
月

通
所

介
護

、
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

地
域

密
着

型
通

所
介

護
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
7
0
%
以

上
②

勤
続

1
0
年

以
上

介
護

福
祉

士
2
5
％

以
上

介
護

福
祉

士
5
0
%
以

上
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
。

①
介

護
福

祉
士

4
0
%
以

上
②

勤
続

7
年

以
上

3
0
%
以

上
（
予

防
通

リ
ハ

以
外

）
Ⅰ

2
2
単

位
/
回

（
日

）
Ⅱ

1
8
単

位
/
回

（
日

）
Ⅲ

6
単

位
/
回

（
日

）

（
予

防
通

リ
ハ

）
Ⅰ

1
7
6
単

位
/
月

Ⅱ
1
4
4
単

位
/
月

Ⅲ
4
8
単

位
/
月

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
※

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

※
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
7
0
%
以

上
②

勤
続

1
0
年

以
上

介
護

福
祉

士
2
5
％

以
上

※
印

の
サ

ー
ビ

ス
は

、
上

記
に

加
え

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
資

す
る

取
組

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
。

介
護

福
祉

士
6
0
%
以

上

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
5
0
%
以

上
②

常
勤

職
員

7
5
%
以

上
③

勤
続

7
年

以
上

3
0
%
以

上

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
介

護
老

人
福

祉
施

設
※

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
※

介
護

老
人

保
健

施
設

※
、

介
護

医
療

院
※

介
護

療
養

型
医

療
施

設
※

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
8
0
%
以

上
②

勤
続

1
0
年

以
上

介
護

福
祉

士
3
5
％

以
上

※
印

の
サ

ー
ビ

ス
は

、
上

記
に

加
え

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
資

す
る

取
組

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
。

介
護

福
祉

士
6
0
%
以

上

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

。
①

介
護

福
祉

士
5
0
%
以

上
②

常
勤

職
員

7
5
%
以

上
③

勤
続

7
年

以
上

3
0
%
以

上
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14
4

○
訪

問
看

護
の

機
能

強
化

を
図

る
観

点
か

ら
、

理
学

療
法

士
等

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

状
況

や
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
等

と
の

役
割

分
担

も
踏

ま
え

て
、

理
学

療
法

士
・

作
業

療
法

士
・

言
語

聴
覚

士
が

行
う

訪
問

看
護

や
介

護
予

防
訪

問
看

護
に

つ
い

て
評

価
や

提
供

回
数

等
の

見
直

し
を

行
う

。
【

告
示

改
正

】

概
要

○
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

の
場

合
（

1
回

に
つ

き
）

＜
現

行
＞

⇒
＜

改
定

後
＞

２
９

７
単

位
２

９
３

単
位

（
介

護
予

防
）

２
８

７
単

位
２

８
３

単
位

○
1
日

に
2
回

を
超

え
て

指
定

介
護

予
防

訪
問

看
護

を
行

っ
た

場
合

の
評

価
＜

現
行

＞
⇒

＜
改

定
後

＞
1
回

に
つ

き
1
0
0
分

の
9
0
 に

1
回

に
つ

き
1
0
0
分

の
5
0
に

相
当

す
る

単
位

数
を

算
定

相
当

す
る

単
位

数
を

算
定

利
用

開
始

日
の

属
す

る
月

か
ら

1
2
月

超
の

利
用

者
に

介
護

予
防

訪
問

看
護

を
行

っ
た

場
合

は
、

1
回

に
つ

き
５

単
位

を
減

算
す

る
(新

設
）

単
位

数

○
理

学
療

法
士

等
が

行
う

訪
問

看
護

に
つ

い
て

は
、

そ
の

実
施

し
た

内
容

を
訪

問
看

護
報

告
書

に
添

付
す

る
こ

と
と

す
る

。
○

対
象

者
の

範
囲

理
学

療
法

士
等

が
行

う
訪

問
看

護
に

つ
い

て
は

、
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
同

様
に

「
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
み

で
は

家
屋

内
に

お
け

る
A

D
L
の

自
立

が
困

難
で

あ
る

場
合

」
を

追
加

。

算
定
要

件
等

５
．
（
１
）
③

訪
問

看
護

の
機

能
強

化

【
訪

問
看

護
★

】
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15
3

○
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

等
に

お
け

る
適

正
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

以
下

の
対

応
を

行
う

。

ア
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

（
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
を

除
く

）
、

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
（

地
域

密
着

型
通

所
介

護
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

を
除

く
）

及
び

福
祉

用
具

貸
与

に
つ

い
て

、
事

業
所

と
同

一
の

建
物

に
居

住
す

る
利

用
者

に
対

し
て

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
場

合
に

は
、

当
該

建
物

に
居

住
す

る
利

用
者

以
外

に
対

し
て

も
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

よ
う

努
め

る
こ

と
と

す
る

【
省

令
改

正
】

。
ま

た
、

事
業

所
を

市
町

村
等

が
指

定
す

る
際

に
、

例
え

ば
、

当
該

事
業

所
の

利
用

者
の

う
ち

一
定

割
合

以
上

を
当

該
事

業
所

に
併

設
す

る
集

合
住

宅
以

外
の

利
用

者
と

す
る

よ
う

努
め

る
、

あ
る

い
は

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
等

の
条

件
を

付
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

こ
と

を
明

確
化

す
る

【
通

知
改

正
】

。

イ
同

一
の

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
等

に
居

住
す

る
者

の
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
つ

い
て

、
区

分
支

給
限

度
基

準
額

の
利

用
割

合
が

高
い

者
が

多
い

場
合

に
、

併
設

事
業

所
の

特
定

を
行

い
つ

つ
、

当
該

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

作
成

す
る

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
を

事
業

所
単

位
で

抽
出

す
る

な
ど

の
点

検
・

検
証

を
行

う
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
等

に
お

け
る

家
賃

の
確

認
や

利
用

者
の

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

確
認

を
行

う
こ

と
な

ど
を

通
じ

て
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

が
入

居
者

の
自

立
支

援
等

に
つ

な
が

っ
て

い
る

か
の

観
点

も
考

慮
し

な
が

ら
、

指
導

監
督

権
限

を
持

つ
自

治
体

に
よ

る
更

な
る

指
導

の
徹

底
を

図
る

。
（

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
を

事
業

所
単

位
で

抽
出

す
る

な
ど

の
点

検
・

検
証

に
つ

い
て

は
、

効
率

的
な

点
検

・
検

証
の

仕
組

み
の

周
知

期
間

の
確

保
等

の
た

め
、

1
0
月

か
ら

施
行

）

概
要

５
．
（
１
）
⑫

サ
ー
ビ
ス
付

き
高

齢
者

向
け
住

宅
等

に
お
け
る

適
正

な
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
確

保
【

ア
：

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
★

（
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
を

除
く

）
、

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
★

（
地

域
密

着
型

通
所

介
護

、
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
★

を
除

く
）

、
福

祉
用

具
貸

与
★

イ
：

居
宅

介
護

支
援

】
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